
 

小畑さんの職場(損保ジャパン)復帰を実現する会    ２０１4 年 5 月第 8 号 

〒541-0045 大阪市中央区道修町 3-3-10 大阪屋道修町ビル３階 大阪損保革新懇気付 ℡06-6232-1095 

小畑さんの第４回裁判は４月１１日午後１時３０分から、大阪地裁６１０号法廷で開か

れました。 

当日は小畑さんのたたかいを支援する人たち 66 名が傍聴につめかけました。裁判終了

後の報告集会では弁護士から裁判の経過の報告を受けるとともに、小畑さん本人から決意

表明がありました。 

夕方からの報告集会では、午前中の近畿財務局要請行動での内容や、５時から行った宣

伝行動での小畑リーフに対する反響が次々と報告されました。 

小畑さんのたたかいは、損保の職場を守り、損保が真に社会的役割を発揮するように求

めていくたたかいであることに確信をもち、今後も大いに奮闘しあうことを参加者全員で

確認しました。 

ＮＫＳＪグループのみなさんへ 

小畑さんへの支援の輪が 
大きな広がりを見せています 

      4/11 裁判後の報告集会            4/17 淀屋橋での宣伝行動 

 

小畑リーフに反響があちこちで 
 

●受け取ってくれた女性が「パワハラを受けている同僚にも渡したいので」と４･５枚持っていかれました。

その方自身も退職強要をされているようで、私から「絶対に『辞める』といわないでくださいね」と励ましま

した。 

 

●リーフを受け取り、「小畑さんの職場復帰を実現する会」に電話して来られた女性がおられます。 

職場でパワハラにあっており、リーフを家族に見せたら『相談に行ったら』とアドバイスされたそうです。 

 

●研修終わりの新入社員の集団が、リーフを受け取って内容を見ながら歩いて行きました。 

 

●自転車で来た男性がわざわざ降りて「ください」と貰いに来られました。 

 

●リーフを受け取って見た人が戻ってきて、「私の知人がパワハラを受けていて、ここに電話したらいいん

ですね」と、そして「その人のためにもう１枚ほしい」と持って行かれました。 

 

●男性２人連れの１人が受け取り「パワハラって書いてある。うちのことと一緒違うんか」と言うと、もう１人

の人が「ビラください」と言ってきました。 

 

●３０～４０代の男性がリーフを受け取り、「あと２枚ください」と戻ってきました。 



損保ジャパンの退職強要と小畑さんの問題を 

近畿財務局に申し入れ！ 
４月１１日「みどうすじ総行動」で近畿財務局を訪問しました。 

小畑リーフを担当官６名に手渡し、損保ジャパンの退職強要問題を伝え、小畑さんの問題の解

決を要請しました。小畑さん本人からも訴えを行ないました。担当官からは「みなさんの意見は

しっかり金融庁に伝えます」との回答を得ました。 

 

近畿財務局への要請文（抜粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
ＮＫＳＪでまたもや「退職強要」 

昨年も紹介しました損保ジャパンと日本興亜損保の「希望退職」は、今年度も 40～59 歳

のグローバル社員（総合職）を対象に実施されました。人数は 200 名でしたが、324 名が

応募したとのことです。「希望」退職といいながら、これまでにも増して激しい「退職強要」

が行われました。 

雇用問題を考えるとき、二つの視点が必要だと思います。 

第一に、企業が労働者の権利侵害をもたらすなど、人間尊重の精神に反する行為を行っ

ていないかという視点です。 

第二に、企業が「根源的な CSR」、すなわち、それぞれの企業・産業が固有にもっている

社会的役割の発揮を阻害していないかという視点です。 

いま損保産業で起こっているリストラは、従業員の誇りを奪うのみならず、「補償機能」

という損保固有の社会的役割をも阻害するものではないでしょうか。もはや、個社の経営

政策の範疇の問題ではなく、損保産業の存立にかかわる問題だと考えられます。こうした

現実をぜひご認識いただきたいと思います。 

 

退職強要・パワハラ…お気軽にご相談ください （秘密は厳守します）  
小畑さんの職場(損保ジャパン)復帰を実現する会 

〒541-0045 大阪市中央区道修町 3丁目 3-10大阪屋道修町ビル３F 大阪損保革新懇気付 ℡06-6232-1095 

北大阪総合法律事務所   担当 徳井義幸弁護士、谷真介弁護士 

〒530-0047 大阪市北区西天満 3丁目 14-16 西天満パークビル 3号館 10F       ℡06-6365-1132 

関西合同法律事務所    担当 杉島幸生弁護士 

〒530-0047 大阪市北区西天満 4丁目 9-13 三共ビル梅新 5F              ℡06-6365-8891 

 

小畑裕久さんは、日産火災で２７年、損保ジャパンで１１年、３８年間、

自動車損調・火新損調の最前線の現場で一生懸命働いてきました。 

６０歳の定年をひかえて、再雇用を希望しましたが拒否され、「異議申し立

て」をして会社と交渉してきました。会社からは明確な理由も示されないま

ま時間切れとなり、小畑さんは 2013年 3 月末退職を余儀なくされました。 

４月以降も、厚生労働省や大阪府の相談窓口を通じ申請・相談をし、何と

か解決の道を図ろうとしてきましたが、会社は話し合いのテーブルにすらつ

きませんでした。そのため、小畑さんは、やむなく提訴に至りました。 

 


